
措置状況報告書 

監査の名称：令和元年度 定期監査 

部 局 名：上下水道局 

指摘事項等 措置内容又は措置方針等 備 考 

[総務課]  

（１）支出負担行為事務について 

 ア 契約の内容に不備があるもの 

大分市個人情報保護条例及び大分市

個人情報取扱事務業務委託基準では、個

人情報取扱事務の委託に係る契約の締

結に当たっては、契約書に同基準に規定

する「個人情報取扱特記事項」に掲げる

内容を記載するか、受託者が特記事項を

別記し、その特記事項を遵守しなければ

ならない旨の条項を契約書に記載する

とされている。また、契約書によらない

で契約するときは、受託者に特記事項を

契約事項として交付するものとされて

いる。 

しかしながら、職員の個人情報を取り

扱う健診等業務委託において、契約書に

特記事項に関する記載がされていない

ものや、契約書によらない契約におい

て、受託者に特記事項を交付していない

ものが見受けられた。 

   今後は、条例等に従い適正な事務処理

をされたい。 

 

[営業課] 

（１）備品等の管理事務について 

 ア 備品の管理が適正でないもの 

   大分市上下水道局備品取扱要綱の規

定では、所管に関する備品については、

適正かつ効率的に管理しなければなら

ないとされ、備品を処分する場合や亡

失、棄損した場合等は所定の手続をとる

こととされている。 

しかしながら、抽出により備品整理簿

と現品の確認を行ったところ、整理簿に

は登録されているが、現品の確認ができ

ず、備品の処分等の手続が適正に行われ

ていないものが見受けられた。 

   早急に原因を調査のうえ、処分等の事

務処理を行うとともに、今後は要綱に従

い適正な備品管理をされたい。 

 

[総務課] 

(1)支出負担行為事務について 

ア 健診等業務委託については、契約書

に個人情報取扱特記事項を別記し、受

託者が遵守しなければならない旨の

条項を記載することといたしました。 

  また、契約書によらない契約をする

際には、受託者に特記事項を契約事項

として交付いたしました。 

  今後は条例等に従い、適正な事務処

理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[営業課] 

(1)備品等の管理事務について 

ア 当該備品の処分等に係る事務処理に

ついては、所定の手続きを行いました。

本件は、上下水道統合時における備品

整理の際、備品の登録及び廃棄の手続

に関する認識が不十分であったことが

原因でありますが、今後は要綱に従い

適正な備品管理をいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）公有財産の管理事務について 

 ア 公有財産貸付台帳が整備されていな

いもの 

大分市上下水道局会計規程において

準用している大分市公有財産規則の規

定では、部長等は、その所管に属する公

有財産について、貸付及び使用許可の状

況を明らかにするため公有財産貸付台

帳を備え、当該財産に異動を生じた場合

には、その都度整理しなければならない

とされている。 

しかしながら、公有財産の使用許可に

ついて、貸付台帳が作成されていなかっ

た。 

今後は、規則に従い適正な事務処理を

されたい。 

 

（３）水道料金及び公共下水道使用料の徴収

事務について 

 ア 水道料金及び公共下水道使用料に係

る減免が適正でないもの 

   水道料金及び公共下水道使用料につ

いては、地方公営企業法等に基づき公金

徴収事務等委託をしており、営業課にお

いて調定及び納入通知を行い、受託者が

収納している。 

   料金及び使用料を減免する場合は、大

分市上下水道局事務決裁規程に基づき、

決裁権者の決裁により意思決定が必要

であるが、市内転居の場合、基本料金の

減免事由に該当するにもかかわらず、受

託者が減免して算定した額に基づき、営

業課において減免の意思決定をせずに、

調定及び納入通知を行っていた。 

   今後は、条例及び規程等の内容を再検

討し、受託者と調整のうえ、適正な事務

処理をされたい。 

 

[水道維持管理課] 

（１）各種収入事務について 

 ア 収納した現金を速やかに出納取扱金

融機関等に預け入れていないもの 

大分市上下水道局会計規程の規定で

は、現金取扱員は、現金を収納した場合

は当該現金を速やかに出納取扱金融機

関等に預け入れなければならないとさ

れている。 

(2)公有財産の管理事務について 

ア 指摘に基づき、公有財産貸付台帳を作

成いたしました。今後は規則に従い適正

な事務処理をいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)水道料金及び公共下水道使用料の徴収 

事務について 

ア 事務処理につきましては、受託者と調

整し、大分市上下水道局事務決裁規程に

基づき減免を行うようにいたしました。 

なお、水道料金及び公共下水道使用料

に係る減免について、規程等の整備を検

討いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[水道維持管理課] 

(1)各種収入事務について 

ア 収納した現金は速やかに出納取扱金

融機関に預け入れるようにいたしまし

た。 

  今後は、規程に従い適正な事務処理に

努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



しかしながら、複写に係る実費として

収納した現金を速やかに出納取扱金融

機関等へ預け入れていないものが見受

けられた。 

今後は、規程に従い適正な事務処理を

されたい。 

 

[下水道施設管理課] 

（１）公共下水道占用料の徴収事務について 

ア 公共下水道占用許可事務が適正でな

いもの 

  大分市公共下水道条例の規定では、公

共下水道の敷地又は排水施設の占用に

ついて、同条例に基づき占用許可を行う

こととされている。 

  しかしながら、同条例の規定では公共

下水道と別に終末処理場が定義されて

いることから、終末処理場である水資源

再生センターの敷地の占用について、水

資源再生センターは公共下水道に当た

らないとし地方自治法の規定に基づき

行政財産の目的外使用許可を行ってい

るものと、同条例の規定に基づき占用許

可を行っているものが見受けられた。 

今後は、水資源再生センター占用許可

について条例の取扱いを今一度検討し、

適正な事務処理となるよう整理された

い。 

 

 

 

 

 

 

 

[下水道施設管理課] 

(1)公共下水道占用料の徴収事務について 

ア ご指摘のありました公共下水道占用

許可事務につきましては、水資源再生

センターの敷地に物件を設ける場合

は、大分市公共下水道条例に基づき占

用許可を行うことといたしました。 

今後は、適正な事務処理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


